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〔
法
規
的
告
示
〕

〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
基
づ
き

原
子
炉
又
は
製
錬
施
設
等
を
定
め
る
告
示

及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規

定
に
基
づ
き
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関

係
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
（
原
子
力
規
制
委
三
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
総
務
一
五
九
）

〇
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と

イ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
二
の
書
簡
の
交
換

に
関
す
る
件
（
外
務
一
六
五
）

〇
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
理
空
間
情

報
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第
三
項
の
基

盤
地
図
情
報
の
整
備
に
係
る
技
術
上
の
基

準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
国
土
交
通
三
五
五
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
同
三
五
六
〜
三
六
一
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
と
と

も
に
、
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件

（
同
三
六
二
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
指
定
を
解
除
す

る
件
（
同
三
六
三
）

〇
海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
件
（
防
衛
一
〇
九
〜
一
一
三
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
北
陸
地
方
整
備
局
二
三
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
四
四
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

法
務
省

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁割

賦
販
売
法
に
基
づ
く
同
法
第
三
十
五
条

の
三
の
六
十
一
の
許
可
を
受
け
た
者
の
営

業
廃
止
、
割
賦
販
売
法
及
び
割
賦
販
売
法

施
行
令
に
基
づ
く
債
権
の
申
出
、
登
録
政

治
資
金
監
査
人
登
録
・
登
録
抹
消
及
び
証

票
亡
失
関
係

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、
特
別

清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他

〔
皇
室
事
項
〕

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

登
録
海
技
免
許
講
習
実
施
機
関
の
登
録
事
項

の
変
更
に
関
す
る
公
示
（
国
土
交
通
省
）

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設
の
登
録
事
項
の
変

更
に
関
す
る
公
示
（
同
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
五
）

外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等

に
関
す
る
法
律
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
承
認

を
し
た
件
（
法
務
省
告
示
配
一
六
、
一
七
）





法

規

的

告

示

改

正

後

改

正

前

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
基
づ
き
発
電

用
原
子
炉
等
を
定
め
る
告
示

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
基
づ
き
原
子

炉
又
は
製
錬
施
設
等
を
定
め
る
告
示

（
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
発
電
用
原
子
炉

等
）

（
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
原
子
炉
又
は
製

錬
施
設
等
）

第
二
条

令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
三
号
及
び

第
四
号
並
び
に
第
二
項
の
表
第
四
号
並
び
に
第
六

十
四
条
の
表
第
八
号
の
原
子
力
規
制
委
員
会
が
告

示
で
定
め
る
も
の
は
、
発
電
用
原
子
炉
、
製
錬
施

設
、
加
工
施
設
、
使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処

理
施
設
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施

設
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事

業
所
に
設
置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

令
第
六
十
三
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
号

及
び
第
二
項
並
び
に
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
原
子
力
規
制
委
員
会
が
定
め
る
原
子
炉
又
は
製

錬
施
設
等
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事

業
所
に
設
置
さ
れ
る
発
電
用
原
子
炉
、加
工
施
設
、

使
用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
廃
棄

物
管
理
施
設
と
す
る
。

一
〜
二
十
三

（
略
）

一
〜
二
十
三

（
略
）

二
十
四

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構

大
洗
原
子
力
工
学
研
究
所

二
十
四

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構

大
洗
研
究
所

第
三
条

令
第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
六
号
の
原

子
力
規
制
委
員
会
が
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
製

錬
施
設
、
加
工
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
使

用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃
棄
物
埋

設
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理
施
設
で
あ
っ
て
、
前
条

各
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
所
に
設
置
さ
れ
る

も
の
と
す
る
。

第
三
条

令
第
六
十
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
二

項
並
び
に
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
原
子
力

規
制
委
員
会
が
定
め
る
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
施
設
（
船
舶
に
設
置
す
る

試
験
研
究
用
等
原
子
炉
に
係
る
試
験
研
究
用
等
原

子
炉
施
設
を
除
く
。）、
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
使

用
済
燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
、
廃
棄
物
埋

設
施
設
、
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
所
に
設
置
さ

れ
る
加
工
施
設
、
発
電
用
原
子
炉
施
設
、
使
用
済

燃
料
貯
蔵
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
廃
棄
物
管
理

施
設
と
す
る
。

一

北
海
道
電
力
株
式
会
社

泊
発
電
所

二

東
北
電
力
株
式
会
社

東
通
原
子
力
発
電
所

三

東
北
電
力
株
式
会
社

女
川
原
子
力
発
電
所

四

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所

五

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所

六

東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所

七

中
部
電
力
株
式
会
社

浜
岡
原
子
力
発
電
所

八

北
陸
電
力
株
式
会
社

志
賀
原
子
力
発
電
所

九

関
西
電
力
株
式
会
社

美
浜
発
電
所

十

関
西
電
力
株
式
会
社

高
浜
発
電
所

十
一

関
西
電
力
株
式
会
社

大
飯
発
電
所

十
二

中
国
電
力
株
式
会
社

島
根
原
子
力
発
電

所
十
三

四
国
電
力
株
式
会
社

伊
方
発
電
所

十
四

九
州
電
力
株
式
会
社

玄
海
原
子
力
発
電

所
十
五

九
州
電
力
株
式
会
社

川
内
原
子
力
発
電

所
十
六

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社

東
海
第
二

発
電
所

十
七

日
本
原
子
力
発
電
株
式
会
社

敦
賀
発
電

所
十
八

電
源
開
発
株
式
会
社

大
間
原
子
力
発
電

所
十
九

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開

発
機
構

高
速
増
殖
原
型
炉
も
ん
じ
ゅ

二
十

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開

発
機
構

新
型
転
換
炉
原
型
炉
ふ
げ
ん

令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
三
号

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）

第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

施
行
令
に
基
づ
き
原
子
炉
又
は
製
錬
施
設
等
を
定
め
る
告
示
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に

関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長

山
中

伸
介

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
基
づ
き
原
子
炉
又
は
製
錬
施
設
等

を
定
め
る
告
示
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ

き
国
家
公
安
委
員
会
等
と
の
関
係
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
基
づ
き
原
子
炉
又
は
製
錬
施
設
等
を

定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
基
づ
き
原
子
炉
又
は
製
錬
施
設

等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
七
年
十
一
月
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
九
十
九
号
）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部

分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。





二
十
一

日
本
原
燃
株
式
会
社

再
処
理
事
業
所

二
十
二

リ
サ
イ
ク
ル
燃
料
貯
蔵
株
式
会
社

リ

サ
イ
ク
ル
燃
料
備
蓄
セ
ン
タ
ー

二
十
三

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
工
学
研
究
所

二
十
四

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構

大
洗
研
究
所

改

正

後

改

正

前

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と

い
う
。）第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第

四
号
並
び
に
第
二
項
の
表
第
二
号
及
び
第
四
号
並

び
に
第
六
十
四
条
の
表
第
二
号
及
び
第
八
号
の
原

子
力
規
制
委
員
会
が
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
特

定
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
船
舶
に
設
置
す
る

も
の
を
除
く
。）若
し
く
は
船
舶
に
設
置
す
る
軽
水

減
速
加
圧
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
（
減
速
材
及
び
冷

却
材
と
し
て
加
圧
軽
水
を
使
用
す
る
原
子
炉
で

あ
っ
て
蒸
気
発
生
器
が
構
造
上
原
子
炉
圧
力
容
器

の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。）で
あ
っ
て
研
究
開

発
段
階
に
あ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
い
う
。）

又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
二
条

第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
所
に
設

置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と

い
う
。）第
六
十
三
条
第
一
項
の
表
第
二
号
及
び
第

四
号
並
び
に
第
二
項
の
表
第
二
号
及
び
第
四
号
並

び
に
第
六
十
四
条
の
表
第
二
号
及
び
第
八
号
の
原

子
力
規
制
委
員
会
が
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
特

定
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
試
験
研
究
の
用
に
供

す
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
（
船
舶
に
設
置
す
る

も
の
を
除
く
。）若
し
く
は
船
舶
に
設
置
す
る
軽
水

減
速
加
圧
軽
水
冷
却
型
原
子
炉
（
減
速
材
及
び
冷

却
材
と
し
て
加
圧
軽
水
を
使
用
す
る
原
子
炉
で

あ
っ
て
蒸
気
発
生
器
が
構
造
上
原
子
炉
圧
力
容
器

の
外
部
に
あ
る
も
の
を
い
う
。）で
あ
っ
て
研
究
開

発
段
階
に
あ
る
試
験
研
究
用
等
原
子
炉
を
い
う
。）

又
は
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
五
十
二
条

第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
使
用
施
設
等
で
あ
っ

て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
工
場
又
は
事
業
所
に
設

置
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
大
洗
原
子
力
工
学
研
究
所
（
北
地
区
）

四

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
大
洗
研
究
所
（
北
地
区
）

五

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
大
洗
原
子
力
工
学
研
究
所
（
南
地
区
）

五

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発

機
構
大
洗
研
究
所
（
南
地
区
）

六

（
略
）

六

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ

の

他

告

示

令和年月日 水曜日 第号官 報

（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
公
安
委
員
会
等

と
の
関
係
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
二
条

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
規
定
に
基
づ
き
国
家
公
安
委
員

会
等
と
の
関
係
を
定
め
る
告
示
（
平
成
十
七
年
十
一
月
文
部
科
学
省
告
示
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）

は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部

分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

４

イ
ン
ド
政
府
は
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ド
州
政
府
が
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ド
州
政
府
の
名
義
で
開
設
さ
れ
る
関
連
す
る
政
府
の

勘
定
に
借
款
の
円
貨
に
よ
る
支
出
額
に
相
当
す
る
額
を
イ
ン
ド
の
通
貨
で
振
り
替
え
る
た
め
の
措
置
を
と
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
振
り
替
え
ら
れ
た
額
は
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ド
州
政
府
の
予
算
に
編
入
さ
れ
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ド
州
政
府
が
既

に
行
っ
た
予
算
支
出
又
は
将
来
行
う
予
算
支
出
を
対
象
と
し
て
使
用
に
供
さ
れ
る
。

〇
総
務
省
告
示
第
百
五
十
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

総
務
大
臣

村
上
誠
一
郎

一

名

称

豪
州
で
の
実
動
訓
練
参
加
部
隊

二

国
外
派
遣
期
間

令
和
七
年
五
月
八
日
か
ら
令
和
七
年
六
月
二
十
二
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

三
百
五
十
人
程
度

四

派

遣

地

域

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦

〇
外
務
省
告
示
第
百
六
十
五
号

令
和
七
年
三
月
二
十
七
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で
、
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
次
の
二
の
書
簡
の
交
換
が
イ
ン
ド
政
府

と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

令
和
七
年
五
月
七
日

外
務
大
臣

岩
屋

毅

（
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
イ
ン
ド
の
経
済
成
長
及
び
開
発
努
力
を
促
進
す
る
た
め
に
供
与
さ
れ

る
日
本
国
の
借
款
に
関
し
て
日
本
国
政
府
の
代
表
者
と
イ
ン
ド
政
府
の
代
表
者
と
の
間
で
最
近
到
達
し
た
次
の
了
解
を

確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

三
百
六
十
一
億
千
四
百
万
円
（
三
六
、
一
一
四
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
額
ま
で
の
円
貨
に
よ
る
借
款
（
以
下

「
借
款
」
と
い
う
。）が
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ド
州
投
資
促
進
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
フ
ェ
ー
ズ
３
）（
以
下
「
計
画
」
と
い
う
。）を

支
援
す
る
た
め
、
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
」
と
い
う
。）に
よ
り
、
日
本
国
の
関
係
法
令

に
従
っ
て
、
イ
ン
ド
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２

借
款
は
、
イ
ン
ド
政
府
と
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
借
款
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
に
供
さ
れ
る
。
借
款

の
条
件
及
び
借
款
の
使
用
に
関
す
る
手
続
は
、
こ
の
了
解
の
範
囲
内
で
、
特
に
次
の
原
則
を
含
む
こ
と
に
な
る
前

記
の
借
款
契
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
。

⒜

償
還
期
間
は
、
十
年
の
据
置
期
間
の
後
二
十
年
と
す
る
。

⒝

利
子
率
は
、
年
二
・
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

⒞

支
出
期
間
は
、
前
記
の
借
款
契
約
の
発
効
の
日
の
後
五
年
と
す
る
。

⒞
に
規
定
す
る
支
出
期
間
は
、
両
政
府
の
関
係
当
局
の
同
意
を
得
て
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

借
款
は
、
イ
ン
ド
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
、
計
画
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
に
既
に
行
っ
た
予
算
支
出
又
は
将

来
行
う
予
算
支
出
（
両
政
府
の
関
係
当
局
間
で
合
意
す
る
表
に
掲
げ
る
生
産
物
の
た
め
の
も
の
を
除
く
。）を
対
象

と
し
て
使
用
に
供
さ
れ
る
。

に
規
定
す
る
表
は
、
両
政
府
の
関
係
当
局
間
の
合
意
に
よ
っ
て
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


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５

イ
ン
ド
政
府
は
、
借
款
に
基
づ
く
生
産
物
又
は
役
務
の
調
達
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
調
達
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で

あ
っ
て
、
特
に
、
国
際
競
争
入
札
の
手
続
（
当
該
手
続
が
適
用
で
き
な
い
場
合
又
は
当
該
手
続
を
適
用
す
る
こ
と
が

適
当
で
な
い
場
合
を
除
き
従
う
べ
き
手
続
）
を
定
め
る
も
の
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

６

イ
ン
ド
政
府
は
、
借
款
に
基
づ
い
て
購
入
さ
れ
る
生
産
物
の
海
上
輸
送
及
び
海
上
保
険
に
関
し
、
海
運
会
社
及
び

海
上
保
険
会
社
の
間
の
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
妨
げ
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
制
限
を
課
す
る
こ
と
も
差
し
控
え

る
。

７

イ
ン
ド
政
府
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
つ
い
て
、
借
款
及
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
利
子
に
対
し
て
又
は
そ
れ
ら
に
関
連
し
て

イ
ン
ド
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
財
政
課
徴
金
及
び
租
税
を
免
除
す
る
。

８

イ
ン
ド
政
府
は
、
借
款
が
適
正
に
、
か
つ
、
専
ら
３

及
び
４
に
規
定
す
る
予
算
支
出
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ

と
並
び
に
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

９

イ
ン
ド
政
府
は
、
要
請
に
応
じ
、
日
本
国
政
府
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
次
の
も
の
を
提
供
す
る
。

⒜

借
款
の
使
用
及
び
計
画
の
実
施
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
及
び
資
料

⒝

借
款
及
び
計
画
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
情
報

10

両
政
府
は
、
こ
の
了
解
か
ら
又
は
こ
の
了
解
に
関
連
し
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
相
互

に
協
議
す
る
。

本
使
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
イ
ン
ド
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
さ
れ
る
閣
下
の
返
簡
が
両
政
府
間

の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を

有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で

イ
ン
ド
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

小
野
啓
一

イ
ン
ド
財
務
省

経
済
局
次
官
補

マ
ニ
ー
シ
ャ
・
シ
ン
ハ
閣
下

（
イ
ン
ド
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄

を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
官
は
、
更
に
、
イ
ン
ド
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が

両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る

光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で

イ
ン
ド
財
務
省

経
済
局
次
官
補

マ
ニ
ー
シ
ャ
・
シ
ン
ハ

イ
ン
ド
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

小
野
啓
一
閣
下

（
円
借
款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
使
は
、
イ
ン
ド
の
経
済
成
長
及
び
開
発
努
力
を
促
進
す
る
た
め
に
供
与
さ
れ

る
日
本
国
の
借
款
に
関
し
て
日
本
国
政
府
の
代
表
者
と
イ
ン
ド
政
府
の
代
表
者
と
の
間
で
最
近
到
達
し
た
次
の
了
解
を

確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

１

千
五
百
五
十
六
億
二
千
二
百
万
円
（
一
五
五
、
六
二
二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
額
ま
で
の
円
貨
に
よ
る
借
款

（
以
下
「
借
款
」
と
い
う
。）が
、
こ
の
書
簡
の
付
表
（
以
下
「
付
表
」
と
い
う
。）の
１
欄
に
掲
げ
る
事
業
計
画
（
以

下
「
計
画
」
と
い
う
。）を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
各
計
画
に
つ
き
付
表
の
２
欄
に
定
め
る
配
分
に
応
じ
、

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
」
と
い
う
。）に
よ
り
、
日
本
国
の
関
係
法
令
に
従
っ
て
、
イ
ン

ド
政
府
に
供
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

２

借
款
は
、
イ
ン
ド
政
府
と
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
借
款
契
約
に
基
づ
い
て
使
用
に
供
さ
れ
る
。
借
款

の
条
件
及
び
借
款
の
使
用
に
関
す
る
手
続
は
、
こ
の
了
解
の
範
囲
内
で
、
特
に
付
表
の
３
欄
か
ら
５
欄
ま
で
に
そ

れ
ぞ
れ
掲
げ
る
利
子
率
、
償
還
期
間
及
び
支
出
期
間
を
含
む
こ
と
に
な
る
前
記
の
借
款
契
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ

る
。

に
規
定
す
る
借
款
契
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
が
当
該
借
款
契
約
に
係
る
計
画
の
実
行
可
能
性
（
環
境

及
び
社
会
に
対
す
る
配
慮
を
含
む
。）を
確
認
し
た
後
に
締
結
さ
れ
る
。

こ
の
書
簡
の
付
表
の
５
欄
に
掲
げ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
支
出
期
間
は
、
両
政
府
の
関
係
当
局
の
同
意
を
得
て
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

借
款
は
、
イ
ン
ド
の
実
施
機
関
が
調
達
適
格
国
の
供
給
者
、
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
対
し
て
行
う

支
払
で
あ
っ
て
、
計
画
の
実
施
に
必
要
な
生
産
物
又
は
役
務
の
購
入
の
た
め
に
当
該
実
施
機
関
と
当
該
供
給
者
、

請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
契
約
に
基
づ
く
も
の
を
対
象
と
し
て
使
用

に
供
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
当
該
購
入
は
、
当
該
調
達
適
格
国
に
お
い
て
、
当
該
調
達
適
格
国
で
生
産
さ
れ
る
生
産

物
又
は
当
該
調
達
適
格
国
か
ら
供
給
さ
れ
る
役
務
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。

に
規
定
す
る
調
達
適
格
国
の
範
囲
は
、
両
政
府
の
関
係
当
局
間
で
合
意
さ
れ
る
。

借
款
の
一
部
は
、
計
画
の
実
施
の
た
め
の
適
格
な
現
地
通
貨
の
需
要
に
充
て
る
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

イ
ン
ド
政
府
は
、
３

に
規
定
す
る
生
産
物
又
は
役
務
が
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
調
達
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
っ

て
、
特
に
、
国
際
競
争
入
札
の
手
続
（
当
該
手
続
が
適
用
で
き
な
い
場
合
又
は
当
該
手
続
を
適
用
す
る
こ
と
が
適
当

で
な
い
場
合
を
除
き
従
う
べ
き
手
続
）
を
定
め
る
も
の
に
従
っ
て
調
達
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

５

イ
ン
ド
政
府
は
、
借
款
に
基
づ
い
て
購
入
さ
れ
る
生
産
物
の
海
上
輸
送
及
び
海
上
保
険
に
関
し
、
海
運
会
社
及
び

海
上
保
険
会
社
の
間
の
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
妨
げ
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
制
限
を
課
す
る
こ
と
も
差
し
控
え

る
。

６

３

に
規
定
す
る
生
産
物
又
は
役
務
の
供
給
に
関
連
し
て
イ
ン
ド
に
お
い
て
そ
の
役
務
が
必
要
と
さ
れ
る
日
本
国

民
は
、
作
業
の
遂
行
の
た
め
イ
ン
ド
へ
の
入
国
及
び
同
国
に
お
け
る
滞
在
に
必
要
な
便
宜
を
与
え
ら
れ
る
。

７

イ
ン
ド
政
府
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
つ
い
て
、
借
款
及
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
利
子
に
対
し
て
又
は
そ
れ
ら
に
関
連
し

て
イ
ン
ド
に
お
い
て
課
さ
れ
る
全
て
の
財
政
課
徴
金
及
び
租
税
を
免
除
す
る
。

イ
ン
ド
政
府
は
、
次
の
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

⒜

借
款
が
生
産
物
若
し
く
は
役
務
又
は
そ
れ
ら
の
輸
入
、
製
造
、
調
達
若
し
く
は
供
給
に
関
し
て
イ
ン
ド
に
お

い
て
課
さ
れ
る
い
か
な
る
租
税
の
支
払
に
も
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
。

⒝

実
際
の
調
達
手
続
に
お
い
て
容
易
に
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
税
（
主
要
な
請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
と
イ
ン
ド
の
実
施
機
関
と
の
間
の
直
接
の
取
引
に
お
い
て
計
画
に
供
給
さ
れ
る
最
終
の
生
産
物
又
は
役
務
に

関
し
て
課
さ
れ
る
税
を
含
む
。）に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
の
実
施
機
関
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

請
負
業
者
又
は
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
が
支
払
う
個
人
所
得
税
及
び
法
人
税
を
除
く
。

８

イ
ン
ド
政
府
は
、
次
の
こ
と
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
。

⒜

借
款
が
適
正
に
、
か
つ
、
専
ら
計
画
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
及
び
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
確

保
す
る
こ
と
。

⒝

借
款
に
基
づ
く
施
設
の
建
設
及
び
当
該
施
設
の
使
用
に
当
た
り
、
計
画
の
実
施
に
従
事
す
る
者
及
び
イ
ン
ド
の

一
般
公
衆
の
安
全
を
確
保
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

⒞

借
款
に
基
づ
い
て
建
設
さ
れ
る
施
設
が
こ
の
了
解
に
定
め
る
目
的
の
た
め
に
適
正
か
つ
効
果
的
に
維
持
さ
れ
、

及
び
使
用
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
軍
事
目
的
に
使
用
さ
れ
ず
、
及
び
他
の
借
款
の
担
保
と
し
て
使
用
さ
れ
な
い
こ
と

を
確
保
す
る
こ
と
。

９

イ
ン
ド
政
府
は
、
要
請
に
応
じ
、
日
本
国
政
府
及
び
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
対
し
て
次
の
も
の
を
提
供
す
る
。

⒜

計
画
の
実
施
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
の
情
報
及
び
資
料

⒝

計
画
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
情
報
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付
表

１

２

３

４

５

事
業
計
画
名

供
与
限
度
額

利
子
率

償
還
期
間

支
出
期
間

（
借
款
契
約

の
発
効
の
日

の
後
）

１

効
果
的
な
森
林
管

理
の
た
め
の
能
力
強

化
計
画

八
十
二
億
八
千

万
円

二
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

十
年
の
据
置
期

間
の
後
二
十
年

十
年

コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
に
対
す
る
支

払
部
分

〇
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト

２

チ
ェ
ン
ナ
イ
海
水

淡
水
化
施
設
建
設
計

画
（
第
二
期
）

五
百
二
十
五
億

五
千
六
百
万
円

二
・
四
五

パ
ー
セ
ン
ト

十
年
の
据
置
期

間
の
後
二
十
年

七
年

コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
に
対
す
る
支

払
部
分

〇
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト

３

デ
リ
ー
高
速
輸
送

シ
ス
テ
ム
建
設
計
画

（
フ
ェ
ー
ズ
４
追
加

路
線
）（
第
一
期
）

七
百
九
十
七
億

二
千
六
百
万
円

六
箇
月
の
貸

出
し
に
適
用

さ
れ
る
適
用

可
能
な
東
京

タ
ー
ム
物
リ

ス
ク
・
フ

リ
ー
・
レ
ー

ト
に
〇
・
九

パ
ー
セ
ン
ト

を
加
え
た
も

の
（
注
）

十
年
の
据
置
期

間
の
後
二
十
年

八
年

コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
に
対
す
る
支

払
部
分

〇
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト

４

ア
ッ
サ
ム
州
に
お

け
る
養
殖
推
進
及
び

生
計
向
上
計
画

三
十
五
億
八
千

万
円

一
・
七
パ
ー

セ
ン
ト

五
年
の
据
置
期

間
の
後
十
年

八
年

コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
に
対
す
る
支

払
部
分

〇
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト

５

パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
生

物
多
様
性
及
び
自
然

資
源
保
全
計
画

百
十
四
億
八
千

万
円

二
・
二
五

パ
ー
セ
ン
ト

十
年
の
据
置
期

間
の
後
二
十
年

十
年

コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
に
対
す
る
支

払
部
分

〇
・
五
五

パ
ー
セ
ン
ト

総

額

千
五
百
五
十
六
億
二
千
二
百
万
円

（
注
）
利
子
率
は
、
六
箇
月
の
貸
出
し
に
適
用
さ
れ
る
適
用
可
能
な
東
京
タ
ー
ム
物
リ
ス
ク
・
フ
リ
ー
・
レ
ー
ト
に

〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
加
え
た
も
の
が
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
は
、
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
す

る
。

地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
二

条
第
三
項
の
基
盤
地
図
情
報
の
整
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第

三
項
の
基
盤
地
図
情
報
の
整
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前

（
基
盤
地
図
情
報
が
適
合
す
べ
き
規
格
）

（
基
盤
地
図
情
報
が
適
合
す
べ
き
規
格
）

第
六
条

基
盤
地
図
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場

合
の
適
合
す
べ
き
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

第
六
条

基
盤
地
図
情
報
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
場

合
の
適
合
す
べ
き
規
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

も
の
と
す
る
。

一
〜
十
一

（
略
）

一
〜
十
一

（
略
）

十
二

国
際
標
準
化
機
構
一
九
一
〇
三
（
地
理
情

報

概
念
ス
キ
ー
マ
言
語
）

十
二

国
際
標
準
化
機
構
（
技
術
仕
様
書
）
一
九

一
〇
三
（
地
理
情
報

概
念
ス
キ
ー
マ
言
語
）

十
三

（
略
）

十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 水曜日 第号官 報
10

両
政
府
は
、
こ
の
了
解
か
ら
又
は
こ
の
了
解
に
関
連
し
て
生
ず
る
こ
と
の
あ
る
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
も
相
互

に
協
議
す
る
。

11

付
表
は
、
こ
の
書
簡
の
不
可
分
の
一
部
を
成
す
。

本
使
は
、
更
に
、
こ
の
書
簡
及
び
イ
ン
ド
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
さ
れ
る
閣
下
の
返
簡
が
両
政
府
間

の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
閣
下
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を

有
し
ま
す
。

本
使
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で

イ
ン
ド
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

小
野
啓
一

イ
ン
ド
財
務
省

経
済
局
次
官
補

マ
ニ
ー
シ
ャ
・
シ
ン
ハ
閣
下

（
イ
ン
ド
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
光
栄

を
有
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
官
は
、
更
に
、
イ
ン
ド
政
府
に
代
わ
っ
て
前
記
の
了
解
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡
が

両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
そ
の
合
意
が
こ
の
返
簡
の
日
付
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る

光
栄
を
有
し
ま
す
。

本
官
は
、
以
上
を
申
し
進
め
る
に
際
し
、
こ
こ
に
重
ね
て
閣
下
に
向
か
っ
て
敬
意
を
表
し
ま
す
。

二
千
二
十
五
年
三
月
二
十
七
日
に
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
で

イ
ン
ド
財
務
省

経
済
局
次
官
補

マ
ニ
ー
シ
ャ
・
シ
ン
ハ

イ
ン
ド
駐
在

日
本
国
特
命
全
権
大
使

小
野
啓
一
閣
下

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
五
十
五
号

地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
理
空
間
情
報
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第

三
項
の
基
盤
地
図
情
報
の
整
備
に
係
る
技
術
上
の
基
準
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
四
十
四
号
）
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌
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点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

西 八 幡 森 川

砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

宮 崎 県 延 岡 市 北 方 町 下 鹿 川 の 区 域 内 の 土 地

の う ち 、 次 の 一 点 か ら 四 点 ま で を 順 次 結 ん だ

線 、 四 点 と 五 点 を 林 道 平 の 内 線 の 道 路 敷 に

沿 っ て 結 ん だ 線 、 五 点 か ら 十 一 点 ま で を 順 次

結 ん だ 線 及 び 一 点 と 十 一 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま

れ た 土 地 の 区 域

１ 3240102734 13126532576

２ 3240089448 13126538612

３ 3240088288 13126546919

４ 3240078436 13126561747

５ 3240055927 13126541141

６ 3240079396 13126519600

７ 3240103029 13126523324

８ 3240102880 13126525696

９ 3240102791 13126527843

10 3240102546 13126528789

11 3240102702 13126530293

点 北緯 東経

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

落 合 谷 川

砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

宮 崎 県 西 諸 県 郡 高 原 町 大 字 蒲 牟 田 の 区 域 内

の 土 地 の う ち 、 次 の 一 点 か ら 百 一 点 ま で を 順

次 結 ん だ 線 及 び 一 点 と 百 一 点 を 結 ん だ 線 に 囲

ま れ た 土 地 の 区 域 （ 昭 和 三 十 二 年 建 設 省 告 示

第 九 百 八 十 五 号 で 指 定 し た 祓 川 に 掲 げ る 土 地

の 区 域 を 除 く 。 ）

１ 3153479368 13058557579

２ 3153478526 13058556795

３ 3153474029 13058552678

４ 3153467115 13058547188

５ 3153455873 13058539064

６ 3153451450 13058531031

７ 3153451596 13058530894

８ 3153449085 13058525802

９ 3153447663 13058523283

10 3153445831 13058519938

11 3153443438 13058517822

12 3153441376 13058516361

13 3153436937 13058516730

14 3153436296 13058517018

15 3153435573 13058517354

16 3153434195 13058514455

17 3153433744 13058514953

18 3153433267 13058514328

19 3153430276 13058512678

20 3153429470 13058511807

21 3153428839 13058510122

22 3153423921 13058505269

23 3153421543 13058503627

24 3153418577 13058501506

25 3153414963 13058499258

26 3153413669 13058498912

27 3153411627 13058497535

28 3153406764 13058495724

29 3153400538 13058494500

30 3153394109 13058493976

31 3153390867 13058493727

32 3153387583 13058493104

33 3153385987 13058492744

34 3153385688 13058493987

35 3153385354 13058495752

36 3153378897 13058492843

37 3153378585 13058493712

38 3153375903 13058492514

39 3153373616 13058490761

40 3153370653 13058486539

41 3153367723 13058485679

42 3153366360 13058485696

43 3153364171 13058485856

44 3153362345 13058486826

45 3153361503 13058487268

46 3153356839 13058486241

47 3153355766 13058485551

48 3153354324 13058484408

49 3153352044 13058480626

50 3153350546 13058477694

51 3153349393 13058476794

52 3153347929 13058476571

53 3153345988 13058476950

54 3153344468 13058474356

55 3153343634 13058469613

56 3153343883 13058469155

令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 五 十 六 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

摩 利 支 天 沢

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

次 に 掲 げ る 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 三 十 九

号 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 三 十 九 号

を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

埼 玉 県 秩 父 郡 東 秩 父 村 大 字 奥 沢

字 腰 村 七 一 番 一 一 号

字 腰 村 東 山 六 五 九 番 十 五 号

六 六 〇 番 二 十 一 号 か ら 二 十 三

号 ま で

六 六 一 番 十 六 号 か ら 二 十 号 ま

で

六 六 三 番 二 十 四 号

六 六 六 番 二 十 五 号

六 六 六 番

地 先 水 路 敷

二 十 六 号

六 七 八 番 二 十 七 号 及 び 二 十 八

号

六 七 九 番 二 十 九 号 及 び 三 十 号

六 八 〇 番 三 十 一 号 及 び 三 十 二

号

六 八 一 番 十 四 号 、 三 十 三 号 及

び 三 十 四 号

六 八 二 番 十 三 号

六 八 三 番 六 号 か ら 十 二 号 ま で

及 び 三 十 五 号 か ら 三

十 七 号 ま で

六 八 四 番 二 号 か ら 五 号 ま で 、

三 十 八 号 及 び 三 十 九

号

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 五 十 七 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

中 カ 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

次 に 掲 げ る 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 九 号 ま

で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 九 号 を 結 ん だ

線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域 （ 昭 和 四 十 一 年 建 設 省

告 示 第 千 八 百 五 十 五 号 で 指 定 し た 中 カ 川 に 掲 げ

る 土 地 の 区 域 を 除 く 。 ）

埼 玉 県 比 企 郡 と き が わ 町 大 字 大 野

字 中 カ 一 四 五 〇 番 一 号 及 び 二 号

一 四 五 二 番 九 号

一 四 七 七 番 三 七 号 及 び 八 号

一 四 七 九 番 六 号

一 四 八 〇 番 三 号 か ら 五 号 ま で

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 五 十 八 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌





57 3153347555 13058469968

58 3153355984 13058472361

59 3153358712 13058477232

60 3153360044 13058478259

61 3153361732 13058478145

62 3153363485 13058477421

63 3153367025 13058477687

64 3153373064 13058477267

65 3153375142 13058479055

66 3153376802 13058481102

67 3153380510 13058484915

68 3153383033 13058485181

69 3153383764 13058485890

70 3153386768 13058488225

71 3153387060 13058488453

72 3153386648 13058490134

73 3153387983 13058490391

74 3153394268 13058491287

75 3153400844 13058491540

76 3153404162 13058492087

77 3153407468 13058492931

78 3153410210 13058493870

79 3153413158 13058495245

80 3153413715 13058495469

81 3153416826 13058497035

82 3153419691 13058498741

83 3153422666 13058500693

84 3153425367 13058502904

85 3153426959 13058504285

86 3153430002 13058507332

87 3153430604 13058506518

88 3153440735 13058512913

89 3153443684 13058513731

90 3153445980 13058515215

91 3153448217 13058517635

92 3153449292 13058519210

93 3153450250 13058521048

94 3153453057 13058527560

95 3153454635 13058530749

96 3153455876 13058532868

97 3153458529 13058535246

98 3153476616 13058547060

99 3153478788 13058548145

100 3153482815 13058549647

101 3153483270 13058549910

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

慈 悲 尾 東 上 沢

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

静 岡 県 静 岡 市 葵 区 慈 悲 尾 及 び 西 ヶ 谷 の 区 域 内

の 土 地 の う ち 、 次 の 一 点 か ら 二 十 三 点 ま で を 順

次 結 ん だ 線 及 び 一 点 と 二 十 三 点 を 結 ん だ 線 に 囲

ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3500060887 13820542398

２ 3500060972 13820528684

３ 3500066660 13820506018

４ 3500075133 13820500304

５ 3500093296 13820492387

６ 3500105157 13820490069

７ 3500121835 13820493262

８ 3500146262 13820499857

９ 3500147762 13820504890

10 3500149211 13820531975

11 3500148928 13820537056

12 3500144484 13820560622

13 3500117448 13820572534

14 3500107353 13820574458

15 3500103410 13820573830

16 3500100413 13820575262

17 3500099467 13820575128

18 3500095551 13820575116

19 3500093292 13820575000

20 3500090623 13820574049

21 3500071367 13820572781

22 3500065480 13820559372

23 3500061085 13820544344

令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報 〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 六 十 二 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る と

と も に 、 同 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 当 該 土

地 に お い て 、 令 和 九 年 度 か ら 砂 防 設 備 工 事 を 施 行

す る の で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三

百 八 十 二 号 ） 第 一 条 及 び 第 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基

づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

八 幡 沢

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

次 に 掲 げ る 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 百 七 号

ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 百 七 号 を 結

ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

山 形 県 最 上 郡 戸 沢 村 大 字 角 川

字 今 神 山 外 二 国 有 林

二 二 四 〇 林 班 は 小 班 一 号 か ら 三 号 ま で

に 小 班 四 号 か ら 二 十 一 号 ま

で

へ 小 班 二 十 二 号 か ら 四 十 二

号 ま で 及 び 九 十 三 号

か ら 百 二 号 ま で

と 小 班 四 十 三 号 か ら 四 十 九

号 ま で 及 び 八 十 八 号

か ら 九 十 二 号 ま で

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 五 十 九 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

空 堀 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

次 に 掲 げ る 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 六 号 ま

で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 六 号 を 結 ん だ

線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域 （ 昭 和 十 六 年 内 務 省 告

示 第 五 百 九 十 二 号 で 指 定 し た 土 地 の 区 域 を 除

く 。 ）

埼 玉 県 比 企 郡 と き が わ 町 大 字 大 野

字 梅 ノ 木 沢 一 四 二 四 番 一 号 及 び 二 号

一 四 二 一 番 三 号 か ら 五 号 ま で

一 四 二 一 番

地 先 水 路 敷

六 号

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 六 十 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 六 十 一 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日
国 土 交 通 大 臣 中 野 洋 昌

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

千 登 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

次 に 掲 げ る 土 地 に 存 す る 標 柱 一 号 か ら 十 二 号

ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 標 柱 一 号 と 十 二 号 を 結

ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域 並 び に 標 柱 一 号 と

十 二 号 を 結 ん だ 線 か ら 大 千 瀬 川 合 流 点 に 達 す る

ま で の 区 間 の 官 民 地 境 界 線 か ら 左 右 各 岸 十 メ ー

ト ル ま で の 区 域 及 び 同 区 間 の 河 川 敷

愛 知 県 北 設 楽 郡 東 栄 町 大 字 振 草

字 小 林 ト エ グ チ 一 五 番 一 一 号 か ら 五 号 ま で

一 四 番 一 六 号

九 番 二 七 号 か ら 十 号 ま で

八 番 二 十 一 号 及 び 十 二 号





令和年月日 水曜日 第号官 報

り
小
班

五
十
号
か
ら
五
十
三
号

ま
で
、
七
十
八
号
及
び

七
十
九
号

ぬ
小
班

五
十
四
号
か
ら
七
十
七

号
ま
で

ち１

小
班

八
十
号
か
ら
八
十
七
号

ま
で

ほ
小
班

百
三
号
か
ら
百
七
号
ま

で

〇
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
十
三
号

砂
防
法
（
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
指
定
し
た
次
の
土
地
の
指
定
を
解
除
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

一

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
に
係
る
河
川
の
名
称

千
登
川

二

砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
表
示

昭
和
四
十
四
年
建
設
省
告
示
第
三
千
二
十
号
で
指
定

し
た
同
号
九
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域

〇
防
衛
省
告
示
第
百
九
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
五
月
十
三
日
及
び
同
月
十
四
日
（
予

備
、
同
月
十
二
日
、
同
月
十
五
日
及
び
同
月
十

六
日
）
の
毎
日
〇
七
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

津
軽
海
峡
西
方
の
北
緯
四
〇
度
五
五
分
〇
九

秒
、
東
経
一
三
九
度
〇
四
分
四
八
秒
の
地
点
を

中
心
と
す
る
半
径
十
海
里
の
円
内
の
海
面
及
び

そ
の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
一
五
、
二
四
〇

メ
ー
ト
ル
以
下
ま
で
の
間

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
地
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
百
十
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
五
月
十
三
日
及
び
同
月
十
四
日
（
予

備
、
同
月
十
二
日
、
同
月
十
五
日
及
び
同
月
十

六
日
）
の
毎
日
〇
七
〇
〇
か
ら
一
八
〇
〇
ま
で

区

域

津
軽
海
峡
東
方
の
北
緯
四
一
度
二
〇
分
一
〇

秒
、
東
経
一
四
二
度
二
九
分
四
七
秒
の
地
点
を

中
心
と
す
る
半
径
十
五
海
里
の
円
内
の
海
面
及

び
そ
の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
一
五
、
二
四
〇

メ
ー
ト
ル
以
下
ま
で
の
間

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
地
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
百
十
一
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
五
月
十
三
日
（
予
備
、
同
月
十
四
日

及
び
同
月
十
五
日
）
の
〇
八
〇
〇
か
ら
一
七
〇

〇
ま
で

区

域

五
島
列
島
南
方
の
次
の
経
緯
度
線
に
よ
り
囲
ま

れ
る
海
面
及
び
そ
の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度

三
、
〇
四
八
メ
ー
ト
ル
以
下
ま
で
の
間

北
緯
三
二
度
二
〇
分
一
二
秒

北
緯
三
一
度
四
七
分
一
二
秒

東
経
一
二
八
度
四
五
分
五
二
秒

東
経
一
二
九
度
〇
九
分
五
二
秒

実
施
艦

自
衛
艦
九
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
経
緯
度
は
、
世
界
測
地
系
の

数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
百
十
二
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
五
月
十
三
日
（
予
備
、
同
月
十
四
日

及
び
同
月
十
五
日
）
の
〇
六
〇
〇
か
ら
二
〇
〇

〇
ま
で

区

域

沖
縄
島
東
方
の
次
の

か
ら

ま
で
の
四
地
点

を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に

及
び

の
二
地
点

を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に
そ

の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
三
、
〇
四
八
メ
ー
ト

ル
以
下
ま
で
の
間

北
緯
二
六
度
二
三
分
一
四
秒

東
経
一
二
八
度
一
九
分
五
三
秒

北
緯
二
七
度
〇
六
分
一
四
秒

東
経
一
二
九
度
〇
九
分
五
二
秒

北
緯
二
七
度
〇
六
分
一
四
秒

東
経
一
三
〇
度
五
九
分
五
二
秒

北
緯
二
六
度
一
〇
分
一
五
秒

東
経
一
三
〇
度
五
九
分
五
二
秒

実
施
艦

自
衛
艦
十
三
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
防
衛
省
告
示
第
百
十
三
号

海
上
に
お
け
る
射
撃
訓
練
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

日

時

令
和
七
年
五
月
十
三
日
（
予
備
、
同
月
十
四
日

及
び
同
月
十
五
日
）
の
〇
六
〇
〇
か
ら
一
八
〇

〇
ま
で

区

域

豊
後
水
道
南
方
の
次
の

か
ら

ま
で
の
六
地

点
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に

及
び

の
二
地

点
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
る
海
面
並
び
に

そ
の
上
空
で
海
面
か
ら
高
度
三
、
〇
四
八
メ
ー

ト
ル
以
下
ま
で
の
間

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

北
緯
三
一
度
四
二
分
一
三
秒

東
経
一
三
三
度
二
九
分
五
一
秒

北
緯
三
一
度
二
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

北
緯
三
一
度
三
六
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
五
九
分
五
一
秒

北
緯
三
一
度
三
六
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

北
緯
三
一
度
四
八
分
一
三
秒

東
経
一
三
二
度
三
七
分
五
一
秒

実
施
艦

自
衛
艦
十
隻

そ
の
他

一

射
撃
訓
練
は
、
前
記
区
域
に
航
空
機
が
存

在
し
な
い
こ
と
、
ま
た
、
射
撃
海
面
に
船
舶

等
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
実

施
す
る
。

二

実
施
中
は
、
実
施
艦
に
「
Ｂ
」
旗
を
掲
揚

す
る
。

三

前
記
区
域
の
各
点
の
経
緯
度
は
、
世
界
測

地
系
の
数
値
で
あ
る
。

〇
北
陸
地
方
整
備
局
告
示
第
二
十
三
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
五
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

北
陸
地
方
整
備
局
長

髙
松

諭

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

百
六
十
号

道
路
の
区
域

区

間

変
更
前

後
別

敷

地

の

幅

員

延

長

メ
ー
ト
ル

キ
ロ
メ
ー
ト
ル

七
尾
市
東
浜
町
ハ
九
六
番
か
ら
同
市
東
浜
町
ヘ
五
八
番
甲
ま

で

前後

一
〇
・
一
八
〜
二
〇
・
一
一

一
〇
・
一
八
〜
三
三
・
〇
八

〇
・
〇
六
二

〇
・
〇
六
二

図
面
縦
覧
場
所

北
陸
地
方
整
備
局
及
び
同
局
金
沢
河
川
国
道
事
務
所

〇
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
四
十
四
号

次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
五
月
七
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

中
国
地
方
整
備
局
長

林

正
道

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

図
面
縦
覧
場
所

九

号

鳥
取
県
西
伯
郡
大
山
町
下
甲
字
六
反
田
四
七
三
番
一
か
ら
同
町
下

甲
字
六
反
田
四
七
五
番
三
ま
で
（
た
だ
し
、
関
係
図
面
に
表
示
す

る
部
分
の
み
。）

中
国
地
方
整
備
局
及
び
同
局
倉

吉
河
川
国
道
事
務
所

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
五
月
七
日





国
会
事
項

人
事
異
動

皇
室
事
項

官
庁
報
告

令和年月日 水曜日 第号官 報

衆

議

院

辞
令

（
庶
務
部
長
）
衆
議
院
参
事

梶
田

秀

国
際
部
長
参
事
吉
田
早
樹
人
海
外
出
張
不
在
中
同
部
長
事

務
代
理
を
命
ず
る

議
事
部
副
部
長
秘
書
課
長
事
務
取
扱
参
事
中
居
健
吾
海
外

出
張
不
在
中
同
課
長
事
務
取
扱
を
命
ず
る
（
五
月
一
日
）

参

議

院

議
案
受
領
（
予
備
審
査
）

五
月
一
日
衆
議
院
か
ら
次
の
議
案
が
送
付
さ
れ
た
。

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
黒
岩
宇
洋
外
五
名

提
出
）（
衆
第
二
九
号
）

内

閣

〇
内
閣
総
理
大
臣
海
外
出
張

内
閣
総
理
大
臣
石
破
茂
は
ベ
ト
ナ
ム
国
及
び
フ
ィ
リ
ピ

ン
国
へ
出
張
の
と
こ
ろ
四
月
三
十
日
帰
朝
し
た
。

〇
国
土
交
通
大
臣
臨
時
代
理
解
職

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

国
土
交
通
大
臣
中
野
洋
昌
帰
朝
に
つ
き
内
閣
法
第
十
条
の

規
定
に
よ
る
臨
時
に
国
土
交
通
大
臣
の
職
務
を
行
う
国
務

大
臣
と
し
て
の
指
定
を
解
く
（
四
月
三
十
日
）

（
四
国
矯
正
管
区
長
）
法
務
事
務
官

宮
本

良
一

矯
正
研
修
所
長
に
転
任
さ
せ
る

（
大
阪
刑
務
所
長
）
同

谷
口

晃
康

四
国
矯
正
管
区
長
に
昇
任
さ
せ
る

（
長
崎
刑
務
所
長
）
同

村
上

正
剛

九
州
矯
正
管
区
成
人
矯
正
部
長
に
転
任
さ
せ
る

（
九
州
矯
正
管
区
成
人
矯
正
部
長
）

同

山
口

賢
治

宮
城
刑
務
所
長
に
転
任
さ
せ
る

（
宮
城
刑
務
所
長
）
同

林

文
彦

大
阪
刑
務
所
長
に
配
置
換
す
る

（
四
国
矯
正
管
区
成
人
矯
正
部
長
）

同

磯
貝

真
之

長
崎
刑
務
所
長
に
転
任
さ
せ
る

大
野
恒
太
郎

川
出

敏
裕

検
察
官
適
格
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）

伊
藤

眞

橋
爪

隆

吉
澤

俊
一

検
察
官
適
格
審
査
会
予
備
委
員
に
任
命
す
る
（
各
通
）（
以

上
五
月
一
日
）

行
幸
啓

天
皇
皇
后
両
陛
下
は
、
四
月
二
十
五
日
午
後
三
時
五
十

七
分
御
出
門
、
第
十
九
回
み
ど
り
の
式
典
に
御
臨
席
の
た

め
、
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
東
京
（
千
代
田
区
）
へ
行
幸
啓
、
同

六
時
四
分
還
幸
啓
に
な
っ
た
。

官
庁
事
項

登
録
海
技
免
許
講
習
実
施
機
関
の
登
録
事
項
の
変
更
に
関

す
る
公
示

船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
四
十
九
号
）第
十
七
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
登
録
海
技
免
許
講
習
実
施
機
関
よ
り
登
録
事
項
の
変

更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
十
五
第
二

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

一

登
録
海
技
免
許
講
習
実
施
機
関
の
名
称

宮
城
県
水

産
高
等
学
校

二

登
録
海
技
免
許
講
習
の
種
類
（
科
・
類
型
名
）

（
変
更
前
）
海
洋
総
合
科

航
海
技
術
類
型

海
洋
総
合
科

機
関
工
学
類
型

（
変
更
後
）
船
舶
運
航
科

航
海
類
型

船
舶
運
航
科

海
洋
工
学
類
型

三

変
更
年
月
日

令
和
七
年
四
月
一
日

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設
の
登
録
事
項
の
変
更
に
関
す
る

公
示船

舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
十
七
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
の
五
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
登
録

船
舶
職
員
養
成
施
設
よ
り
登
録
事
項
の
変
更
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
七
条
の
十
九
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
七
条
の
十
五
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌

一

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設
の
名
称

宮
城
県
水
産
高

等
学
校

二

登
録
船
舶
職
員
養
成
施
設
の
種
類
（
科
・
類
型
名
）

（
変
更
前
）
海
洋
総
合
科

航
海
技
術
類
型

海
洋
総
合
科

機
関
工
学
類
型

（
変
更
後
）
船
舶
運
航
科

航
海
類
型

船
舶
運
航
科

海
洋
工
学
類
型

三

変
更
年
月
日

令
和
七
年
四
月
一
日

法

務

省

（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
検
事

牧
野

愛
子

東
京
地
方
検
察
庁
立
川
支
部
勤
務
を
命
ず
る

（
同
）
同

髙
井

彩
恵

横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

（
千
葉
地
方
検
察
庁
松
戸
支
部
検
事
）

同

田
中

真
菜

さ
い
た
ま
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る





公 告

名 称 本 店 の 所 在 地 許可番号 営業廃止年月日

社会福祉法人相模福祉会 神奈川県相模原市中央区清新８
丁目３番19号

互第3077号 令和６年10月１日

名 称 本 店 の 所 在 地 営業廃止年月日

社会福祉法人相模福祉会 神奈川県相模原市中央区清新８３
19

令和６年10月１日

令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

割賦販売法に基づく同法第35条の３の61の許可を受けた者の営
業廃止に関する公示

次表に掲げる割賦販売法（昭和36年法律第159号。以下「法」という。）第35条の３の61の許可を受
けた者から、法第35条の３の62において準用する法第26条第１項の規定による営業廃止の届出があっ
たので、法第35条の３の62において準用する法第26条第２項において準用する法第24条の規定に基づ
き、次のとおり公示します。
令和７年５月７日 経済産業大臣 武藤 容治

割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関する
公示

次表に掲げる割賦販売法（昭和36年法律第159号。以下「法」という。）第35条の３の61の許可を受
けた者は、前払式特定取引の営業を廃止し、法第35条の３の62において準用する法第27条第１項第４
号に該当することとなったので、割賦販売法施行令（昭和36年政令第341号）第10条第１項の規定に
基づき、次のとおり公示します。
令和７年５月７日 関東経済産業局長 佐合 達矢
次表に掲げる者が供託した営業保証金及び前受業務保証金について、法第35条の３の62において準
用する法第21条第１項の権利を有する者は、令和７年７月７日までに許可割賦販売業者等の営業保証
金等に関する規則（昭和36年法務省・通商産業省令第１号）第３条の規定に基づき、次の様式による
申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出してください。
なお、令和７年７月７日までに申出書の提出をしない者は、本公示に係る営業保証金及び前受業務
保証金についての権利の実行の手続きから除斥されます。

記
あて先 〒3309715 埼玉県さいたま市中央区新都心１番地１

さいたま新都心合同庁舎１号館
関東経済産業局産業部商務・取引信用課
電話0486000444

                                            

様式
申 出 書

関東経済産業局長 殿
住 所
氏 名（名称及び代表者の氏名）

割賦販売法施行令第10条第１項の規定により、下記のとおり債権の申出をします。






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

記
１．債務者の名称及び住所
２．債権額
３．債権発生の原因たる事実
（備考）用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

登 録 政 治 資 金 監 査 人 登 録 公 告

政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） 第 十 九 条 の 二 十 四 の 規 定 に 基 づ き 、 登 録 政 治 資

金 監 査 人 名 簿 に 登 録 し た 者 を 次 の と お り 公 告 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日 政 治 資 金 適 正 化 委 員 会 委 員 長 野 々 上 尚

登 録 番 号 登 録 年 月 日 氏 名

六 二 七 四 七 、 三 、 一 四 岡 田 智 香 子

六 二 七 五 七 、 三 、 一 四 西 秀 幸

六 二 七 六 七 、 三 、 一 四 中 村 孝

六 二 七 七 七 、 三 、 一 四 一 條 倫 寛

六 二 七 八 七 、 三 、 一 四 岩 澤 尚 也

六 二 七 九 七 、 三 、 一 四 藤 森 健 哲

六 二 八 〇 七 、 三 、 二 八 坂 爪 勧

六 二 八 一 七 、 三 、 二 八 福 田 雄 基

六 二 八 二 七 、 三 、 二 八 田 中 秀 明

六 二 八 三 七 、 三 、 二 八 北 條 貴 裕

登 録 政 治 資 金 監 査 人 登 録 抹 消 公 告

政 治 資 金 規 正 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 九 十 四 号 ） 第 十 九 条 の 二 十 四 の 規 定 に 基 づ き 、 登 録 政 治 資

金 監 査 人 の 登 録 を 抹 消 し た 者 を 次 の と お り 公 告 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日 政 治 資 金 適 正 化 委 員 会 委 員 長 野 々 上 尚

登 録 番 号 氏 名 抹 消 年 月 日 抹 消 事 由

九 四 七 清 水 幸 夫 五 、 一 一 、 二 六 政 治 資 金 規 正 法 第 一 九 条 の 二 三 第 一 項 第 一 号

一 二 六 三 保 坂 義 勝 七 、 一 、 二 四 政 治 資 金 規 正 法 第 一 九 条 の 二 三 第 一 項 第 一 号

五 三 五 六 吉 田 照 幸 五 、 一 〇 、 一 二 政 治 資 金 規 正 法 第 一 九 条 の 二 三 第 一 項 第 一 号

五 四 六 七 橫 治 久 美 男 六 、 一 、 二 二 政 治 資 金 規 正 法 第 一 九 条 の 二 三 第 一 項 第 一 号

五 九 一 九 前 田 恭 輔 七 、 三 、 一 四 本 人 か ら の 申 請

登 録 政 治 資 金 監 査 人 証 票 亡 失 公 告

政 治 資 金 規 正 法 施 行 規 則 （ 昭 和 五 十 年 自 治 省 令 第 十 七 号 ） 第 二 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 登 録

政 治 資 金 監 査 人 証 票 を 亡 失 し た 旨 の 書 面 の 提 出 が あ っ た の で 、 次 の と お り 公 告 す る 。

令 和 七 年 五 月 七 日 政 治 資 金 適 正 化 委 員 会 委 員 長 野 々 上 尚

登 録 番 号 氏 名 登 録 政 治 資 金 監

査 人 証 票 の 番 号 亡 失 年 月 日

四 二 〇 〇 河 内 泉 四 六 六 一 六 、 一 二 、 三 〇

四 五 五 四 宮 部 直 明 五 二 五 九 六 、 八 、 八

六 二 六 一 山 本 俊 一 八 五 五 六 七 、 二 、 一 八

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

除 権 決 定

失 踪 宣 告

失踪に関する届出の催告

失踪宣告取消






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始





令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続開始・破産手続廃止
及び免責許可申立てに関する
意見申述期間






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告

特別清算開始

特別清算終結
令和７年（ヒ）第１００４号
横浜市港北区新横浜１丁目３番９号
清算株式会社 株式会社コクサン商事
１ 決定年月日 令和７年４月18日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

横浜地方裁判所第３民事部

管 理 命 令

再生計画認可

小規模個人再生による再生手
続開始

令和７年（ヒ）第３号
埼玉県比企郡小川町大字角山59番地
清算株式会社 株式会社武蔵野リフレッシュ
サービス
代表清算人 岡田 勝典
１ 決定年月日 令和７年４月17日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

さいたま地方裁判所熊谷支部
令和７年（ヒ）第１００１号
神戸市灘区大石北町７１
清算株式会社 株式会社にし村フーズ
代表清算人 西村 隆徳
１ 決定年月日 令和７年４月16日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

神戸地方裁判所第３民事部






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による書面決
議に付する決定






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生計
画不認可

小規模個人再生による再生手
続廃止






令
和

年

月

日
水
曜
日

第




号

官
報

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令和年月日 水曜日 第号官 報

会
社
そ
の
他
の
公
告

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
吸
収
合
併
の
効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月

一
日
で
あ
り
、
甲
は
、
効
力
発
生
日
付
で
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
バ
イ

ス
テ
ク
ノ
株
式
会
社
に
商
号
変
更
し
、
横
浜
市
神
奈
川
区

新
浦
島
町
一
丁
目
一
番
地
三
二
に
本
店
移
転
す
る
予
定
で

す
。こ

の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.n
tt -in

n ov
a
tiv
e -d
ev
ices.

co
m
/co
p
ro
/in
d
ex
.h
tm
l

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.n
tt -in

n ov
a
tiv
e -d
ev
ices.

co
m
/tech

n
o
/

令
和
七
年
五
月
七
日

茨
城
県
那
珂
市
戸
六
七
〇
〇
番
地
の
二

（
甲
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
バ
イ
ス
コ
プ
ロ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

安
齊

一
典

横
浜
市
神
奈
川
区
新
浦
島
町
一
丁
目
一
番
地
三
二

（
乙
）
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
バ
イ
ス
テ
ク
ノ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
崎

雅
治

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
七
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項

に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決
定

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行
及

び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
八
日

掲
載
頁

一
〇
六
頁
（
号
外
第
一
六
三
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
七
月
十
二
日

掲
載
頁

一
一
二
頁
（
号
外
第
一
六
七
号
）

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
世
田
谷
区
太
子
堂
四
丁
目
一
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

村
井

秀
壽

東
京
都
世
田
谷
区
太
子
堂
四
丁
目
一
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ス
リ

フ
ォ
ー
ム

代
表
取
締
役

小
島

敏
之

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
全
て
の
事
業

（
た
だ
し
、
吸
収
分
割
契
約
書
に
定
め
る
一
部
の
事
業
及

び
機
能
を
除
く
。）に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ

れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
八
月
二
十
六
日

掲
載
頁

七
十
八
頁
（
号
外
第
一
九
八
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
五
八
頁
（
号
外
第
一
五
四
号
）

令
和
七
年
五
月
七
日

神
奈
川
県
横
浜
市
西
区
高
島
一
丁
目
二
番
五
号

横
濱
ゲ
ー
ト
タ
ワ
ー

（
甲
）
エ
ト
リ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
田

克
典

静
岡
県
三
島
市
南
町
六
番
七
八
号

（
乙
）
エ
ト
リ
ア
テ
ク
ノ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

株
式
会
社

代
表
取
締
役

江
口

健

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
む
守
山
北
郷

農
場
に
お
け
る
畜
産
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し

乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
六
十
九
号
）

令
和
七
年
五
月
七
日

宮
崎
県
日
南
市
北
郷
町
北
河
内
四
八
二
四
番
地
八

（
甲
）
株
式
会
社
日
南
フ
ァ
ー
ム

代
表
取
締
役

大
谷

猛

鹿
児
島
県
曽
於
市
末
吉
町
諏
訪
方
八
六
五
三
番
地

七

（
乙
）
株
式
会
社
ナ
ン
チ
ク
フ
ァ
ー
ム

代
表
取
締
役

千
歳

健
一

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
東
京

イ
オ
ニ
ッ
ク
（
住
所
東
京
都
府
中
市
宮
西
町
一
丁
目
二
番

地
一
）
に
対
し
て
当
社
の
フ
ラ
コ
コ
第
８
ビ
ル
並
び
に
こ

れ
に
附
帯
す
る
駐
車
場
及
び
借
地
権
の
保
有
、
管
理
及
び

賃
貸
事
業
を
除
く
一
切
の
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承

継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
二
十
八
日

掲
載
頁

八
十
四
頁
（
号
外
第
四
十
一
号
）

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
府
中
市
宮
西
町
一
丁
目
五
番
地
一

株
式
会
社
東
京
イ
オ
ニ
ッ
ク

代
表
取
締
役

平
石

明
子

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
七
年
六
月
十
七
日
で
あ
り
、
組
織

変
更
後
の
商
号
は
株
式
会
社
Ａ
Ｔ
Ｒ
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
七
日

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
中
丸
子
一
三
番
地
一
七

合
同
会
社
Ａ
Ｔ
Ｒ

代
表
社
員

関

敏
夫

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
七
日

名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
五
丁
目
四

一
四
花
車
ビ

ル
北
館
三
〇
二

合
同
会
社
ネ
ク
ア
ス

代
表
社
員

福
本

凌

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
七
百
万
円
減
少
し
三
百

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
東
久
留
米
市
東
本
町
一
四
番
三
〇
号

有
限
会
社
荻
野
新
聞
舗

取
締
役

荻
野

進

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
港
区
浜
松
町
一
丁
目
九
番
二
号
Ｐ
Ｏ
ビ
ル

五
Ｆ

ち
ょ
う
ち
く
株
式
会
社

代
表
取
締
役

高
坪

斉
亮

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
七
日

大
阪
府
吹
田
市
桃
山
台
二
丁
目
九
番
二

一
一
〇

三
号

合
同
会
社
創
包

代
表
社
員

岡
﨑

成
子

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、当
社
は
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
五
月
七
日

秋
田
市
牛
島
東
三
丁
目
一
番
五
五

四
号

合
同
会
社
ワ
ン
ハ
ー
ト
秋
田

代
表
社
員

谷
山

隆
幸

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
金
六
千
七
百
六
万
二
千
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次

の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
七
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
七
年
五
月
七
日

長
崎
県
雲
仙
市
小
浜
町
雲
仙
三
二
〇
番
地

株
式
会
社
雲
仙
九
州
ホ
テ
ル

代
表
取
締
役

森
戸

義
裕





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
二

一
第
四
次
初
等
教
育

開
発
計
画
の
た
め

の

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

人
民
共
和
国
政
府

に
対
す
る

（
原
稿
誤
り
）

二
九

二
一
及
び
国
際
放
送
番

組
等
配
信
費

、
国
際
放
送
番
組

等
配
信
費
及
び
放

送
番
組
等
有
料
配

信
費

令和年月日 水曜日 第号官 報
定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
荒
川
区
東
尾
久
八
丁
目
四
五
番
地
二

株
式
会
社
ア
ス
デ
ッ
ク

代
表
取
締
役

大
森

仁

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
七
日

神
戸
市
兵
庫
区
駅
前
通
二
丁
目
二
番
二
九
号

神
和
金
属
株
式
会
社

代
表
取
締
役

尾
上

和
史

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
三
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
七
日

愛
媛
県
伊
予
市
双
海
町
上
灘
甲
五
四
〇
二
番
地
一

愛
媛
土
木
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

福
本
三
枝
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
二
十
二
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
七
日

福
岡
市
早
良
区
祖
原
五
番
一
〇

三
〇
四
号
ス
ト

リ
ー
ム
ラ
イ
ン
祖
原

錦
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

渡
邉

澄
江

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
佐
藤
暢

樹
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。令

和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ａ
棟

タ
イ
ガ
ー
リ
ゾ
ー
ト
・
レ
ジ
ャ
ー
・
ア
ン
ド
・

エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
・
イ
ン
ク

日
本
に
お
け
る
代
表
者

佐
藤

暢
樹

外
国
会
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
退
任
公
告

当
社
の
全
て
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
で
あ
る
佐
藤
謙

一
が
退
任
す
る
こ
と
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本

公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ

い
。

令
和
七
年
五
月
七
日

川
崎
市
中
原
区
下
小
田
中
二
丁
目
一
〇
番
三
二
号

コ
ン
フ
ォ
ー
ル
武
蔵
中
原
一
〇
一

オ
ー
ビ
ッ
ト
・
エ
フ
ア
ー
ル
・
イ
ン
ク

日
本
に
お
け
る
代
表
者

佐
藤

謙
一

新
規
信
託
分
割
の
公
告

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社
（
受
託
者
）
は
、
左

記
の
と
お
り
、
令
和
七
年
六
月
九
日
付
で
左
記
の
信
託
を

新
規
信
託
分
割
し
ま
す
の
で
、
公
告
し
ま
す
。

こ
の
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
日
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

一
、
従
前
の
信
託
の
特
定

（
一
）
信
託
の
当
事
者

委
託
者
兼
受
益
者

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
一
番
六
号

グ
リ
ー
ン
ア
セ
ッ
ト
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
特

定
目
的
会
社

受
託
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

（
二
）
信
託
の
年
月
日

平
成
十
三
年
九
月
二
十
六
日

（
三
）
契
約
締
結
日
及
び
契
約
名
称

平
成
十
三
年
九
月
二
十
六
日
付
不
動
産
管
理
処

分
信
託
契
約
書
（
そ
の
後
の
変
更
等
を
含
む
。）

二
、
従
前
の
信
託
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
財
産
状
況
開
示

資
料
等

右
記
の
信
託
に
つ
い
て
の
、
信
託
法
施
行
規
則
（
平

成
十
九
年
法
務
省
令
第
四
十
一
号
）
第
十
七
条
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
左
記
連
絡

先
に
ご
照
会
く
だ
さ
い
。

三
、
分
割
が
効
力
を
生
ず
る
日
以
後
の
信
託
及
び
新
た
な

信
託
の
信
託
財
産
責
任
負
担
債
務
の
履
行
の
見
込
み

い
ず
れ
も
履
行
の
見
込
み
が
あ
る
も
の
と
判
断
し
て

お
り
ま
す
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
左
記
連
絡
先
に
ご

照
会
く
だ
さ
い
。

四
、
連
絡
先

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
九
番
八
号

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

不
動
産
管
理
部

カ
ス
ト
デ
ィ
営
業
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号

〇
三

五
四
六
二

三
七
〇
七

令
和
七
年
五
月
七
日

受
託
者

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
五
号

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
信
託
銀
行
株
式
会
社

支
配
人

岡
本

泰
典

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
四
千
一
百
二
十
八

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
七

年
四
月
二
十
四
日
付
官
報
号
外
第
九
十
二
号
の
八
十
三
頁

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ーＬ

ｉ
ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
四
千
一
百
二
十
八

万
円
減
少
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
優
先
出

資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ
る
令
和
七

年
六
月
九
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
六
番
一
号
泉
ガ
ー
デ

ン
タ
ワ
ーＬ

ｉ
ｆ
ｅ
ｓ
ｔ
ｙ
ｌ
ｅ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

中
村

武

債
権
申
出
の
公
告
（
第
二
回
）

当
社
お
よ
び
ブ
レ
ク
ス
プ
ロ
ダ
ク
ツ
株
式
会
社
は
令
和

七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
に
よ
り
企
業
年
金

制
度
を
終
了
し
た
の
で
、
当
該
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係

る
債
権
を
有
す
る
者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載
（
令
和
七

年
四
月
二
十
三
日
）
の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し

出
下
さ
い
。
右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算

か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
七
日

東
京
都
港
区
海
岸
三
丁
目
一
八
番
一
号

ブ
レ
ク
ス
株
式
会
社

確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

宇
野
澤
久
司

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
一
月
八
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
終
了
し
た
の
で
、

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
掲
載
第
一
回
掲
載
（
令
和
七
年
四
月
二
十

八
日
）の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

右
期
間
内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
排
斥
し

ま
す
。

令
和
七
年
五
月
七
日

富
山
県
富
山
市
鍋
田
一
八
番
六
号

富
山
ヤ
ク
ル
ト
販
売
株
式
会
社
規
約
型
確
定
給
付

企
業
年
金

清
算
人

澤
井

宇
如

令
和
七
年
二
月
五
日
目
次
欄
中

令
和
六
年
十
月
一
日
（
号
外
第
二
百
二
十
九
号
）
公
布

総
務
省
令
第
九
十
号
（
放
送
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
）
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